
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

一

般

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

建

築

指

導

課

計

算

適

合

性

判

定

機

関

【

公

告

】

○

平

成

二

十

七

年

度

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

試

験

の

実

生

活

衛

生

課

施

○

二

級

建

築

士

の

免

許

の

取

消

し

建

築

指

導

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

〃

【

人

事

委

員

会

】

○

平

成

二

十

七

年

度

身

体

障

害

者

を

対

象

と

す

る

人

事

委

員

会

岡

山

県

職

員

（

事

務

）

等

採

用

試

験

の

実

施

岡

山

県

公

報

平成２７年８月２５日 第１１７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

創
心
会
児
童
発
達
支
援
ル
ー
ム
心
歩
茶
屋
町

２

所
在
地

倉
敷
市
茶
屋
町
一
七
二
〇

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
創
心
會

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
茶
屋
町
二
一
〇
二

一
四

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
四
九
三

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ひ
さ
ま
津
山
事
業
所

２

所
在
地

津
山
市
材
木
町
二
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｈ
Ｕ
Ｇ
Ｈ
Ｕ
Ｇ

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
下
中
野
三
二
三

一
一
三

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
三
〇
〇
一
〇
三

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

瀬
戸
内
市

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
三
〇
〇

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
二
〇
〇
一
八
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

笠
岡
市
立
市
民
病
院

２

所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
番
地
の
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



笠
岡
市

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
中
央
町
一
番
地
の
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
五
〇
〇
三
六
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

フ
ク
ち
ゃ
ん
の
パ
ン
屋
さ
ん

２

所
在
地

玉
野
市
長
尾
一
八
四

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
同
仁
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
木
目
一
四
六
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
四
一
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ク
ロ
ス
フ
ァ
ー
ム
赤
磐

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



２

所
在
地

赤
磐
市
熊
崎
一
九
二

七

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

一
般
社
団
法
人
ク
ロ
ス
フ
ァ
ー
ム

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
横
井
上
一
六
八
五

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
三
〇
〇
一
五
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定

し
た
。平

成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

相
談
支
援
事
業
所
ポ
ッ
プ
グ
リ
ー
ン

２

所
在
地

浅
口
市
金
光
町
大
谷
七
一
番
地
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ポ
ッ
プ
グ
リ
ー
ン

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
金
光
町
大
谷
七
一
番
地
四

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
八
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
三
一
六
〇
〇
〇
二
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
さ
が
お

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
刑
部
一
五
七

七

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
オ
ル
ソ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
井
手
一
二
〇
八

二

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
〇
八
八
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

一
七
九
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
九
四
番
地
先
か

新

一
八
六
・
一

ら

一
三
・
一
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
馬
村
三
一
三
番
三
地
先

二
五
・
二

ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
九
四
番
地
先
か

旧

一
八
六
・
一

ら

一
二
・
八
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
馬
村
三
一
三
番
三
地
先

一
九
・
二

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

勝
央
仁
堀
中
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
八
九
番
二
地
先

新

六
五
・
二

か
ら

一
〇
・
〇
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
四
〇
二
番
一
地
先

三
〇
・
六

ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
八
九
番
二
地
先

旧

六
五
・
二

か
ら

一
〇
・
〇
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
四
〇
二
番
一
地
先

二
〇
・
六

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

工
門
勝
央
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
二
〇
番
一
地
先

新

五
三
・
四

か
ら

八
・
六
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
八
八
番
一
地
先

二
一
・
〇

ま
で

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
二
〇
番
一
地
先

旧

五
三
・
四

か
ら

七
・
六
～

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
八
八
番
一
地
先

一
九
・
二

ま
で

平成２７年８月２５日　岡山県公報　第１１７１４号



一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

種
見
明
戸
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
四
～

真
庭
市
種
字
塚
原
二
一
八
六
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
種
字
三
崎
ノ
前
二
二
二
四
番
三
地
先
ま

新

三
〇
〇
・
〇

二
二
・
〇

で

六
・
〇
～

真
庭
市
種
字
塚
原
二
一
八
六
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
種
字
三
崎
ノ
前
二
二
二
四
番
三
地
先
ま

旧

三
〇
〇
・
〇

一
八
・
〇

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

槌
ヶ
原
日
比
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

七
八
五
・
〇

玉
野
市
迫
間
字
猿
池
一
四
四
番
一
地
先
か
ら

一
一
・
〇
～

玉
野
市
迫
間
字
大
隅
二
〇
六
七
番
一
地
先
ま
で

二
四
・
〇

旧

七
八
五
・
〇

玉
野
市
迫
間
字
猿
池
一
四
四
番
一
地
先
か
ら

六
・
六
～

玉
野
市
迫
間
字
大
隅
二
〇
六
七
番
一
地
先
ま
で

二
一
・
〇
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一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

可
真
上
万
富
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
〇
～

赤
磐
市
可
真
上
一
六
二
六
番
一
地
先
か
ら

赤
磐
市
野
間
八
七
二
番
一
地
先
を
経
て

八
五
〇
・
〇

七
六
・
五

赤
磐
市
可
真
上
一
四
八
三
番
六
地
先
ま
で

新

五
五
六
・
〇

赤
磐
市
可
真
上
一
六
二
六
番
一
地
先
か
ら

六
・
〇
～

赤
磐
市
可
真
上
一
四
八
三
番
六
地
先
ま
で

一
八
・
〇

赤
磐
市
可
真
上
一
六
二
六
番
一
地
先
か
ら

六
・
〇
～

旧

五
五
六
・
〇

赤
磐
市
可
真
上
一
四
八
三
番
六
地
先
ま
で

一
八
・
〇
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

一
七
九
号

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
九
四
番
地
先
か
ら

平
成
二
十
七

道

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
馬
村
三
一
三
番
三
地
先
ま
で

年
八
月
二
十

五
日

県
道

勝
央
仁
堀
中

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
八
九
番
二
地
先
か
ら

線

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
四
〇
二
番
一
地
先
ま
で

工
門
勝
央
線

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
二
〇
番
一
地
先
か
ら

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂
字
本
村
三
八
八
番
一
地
先
ま
で

種
見
明
戸
線

真
庭
市
種
字
塚
原
二
一
八
六
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
種
字
三
崎
ノ
前
二
二
二
四
番
三
地
先
ま
で

槌
ヶ
原
日
比

玉
野
市
迫
間
字
猿
池
一
四
四
番
一
地
先
か
ら

線

玉
野
市
迫
間
字
大
隅
二
〇
六
七
番
一
地
先
ま
で

可
真
上
万
富

赤
磐
市
野
間
八
七
二
番
一
地
先
か
ら

停
車
場
線

赤
磐
市
可
真
上
一
四
八
三
番
六
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
八
条
の
二
第
一

。

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
す
る
こ

と
と
し
た
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名
称

株
式
会
社
東
京
建
築
検
査
機
構

二

住
所

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
四
号

三

業
務
区
域

岡
山
県
全
域

四

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

構
造
判
定
事
業
部
：
東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
一
丁
目
一
番
四
号
東
日
本
橋
Ｍ
１
ビ
ル

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｃ
名
古
屋
構
造
セ
ン
タ
ー
：
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
七
番
九
号
太
陽
生
命
名
古

屋
第
二
ビ
ル

五

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

法
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
う

ち
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
も
の
又
は
構
造
計
算
の
計
算
方
法

が
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る
計
算
若
し
く
は
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
知
事
が
別
に
指
定
す
る

も
の
以
外
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
計
算
に
よ
る
も
の
に
係
る
も
の

六

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
日

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

七

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
日

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日
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〔
三
四
三
〕
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
（
日
曜
日
）

学
科
試
験

十
時
か
ら
十
一
時
四
十
分
ま
で

技
能
試
験

十
三
時
か
ら

２

場
所

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

サ
ン
・
ピ
ー
チ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

二

試
験
科
目

１

学
科
試
験

ア

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

イ

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

ウ

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

２

技
能
試
験

繊
維
の
鑑
別

三

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
（
高
等
学
校
の

入
学
資
格
を
有
す
る
者
）
又
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律

第
百
五
十
四
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

持
参
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
五
日
（
月
曜

日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

）
の
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

。

郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い
う

）
の
場
合
は
、
平
成
二
十
七
年
九

。

月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で
と
し
、
同
日
付
け
の
消
印
又
は
通

信
日
付
印
が
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

五

提
出
書
類
及
び
提
出
先

１

県
内
居
住
者
に
あ
っ
て
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
健
所

支

、

（

(1)

(4)

所
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
へ
直
接
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
六
年
度
に
岡
山
県
が

。

実
施
し
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
は
、

及
び

の
書
類
の
添
付
を

(2)

(4)
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省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

受
験
願
書

一
通

(1)

受
験
願
書
に
受
験
手
数
料
と
し
て
九
千
七
十
円
分
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ

と
。
な
お
、
既
納
の
受
験
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

履
歴
書

一
通

(2)

写
真
票

一
通

(3)

写
真
票
に
、
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
上
半
身
像
の
縦
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

三
の
受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

(4)
２

県
外
居
住
者
に
あ
っ
て
は
、
１

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
次
の
提
出
先
に
持
参
又
は
郵

(1)

(4)

送
等
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
六
年
度
に
岡
山
県
が
実
施
し
た
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
試
験
の
受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
は
、
１

及
び

の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

(2)

(4)

き
る
。

郵
便
番
号

七
〇
〇

八
五
七
〇

－

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課

六

合
格
発
表

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
八
日
（
水
曜
日
）
九
時
に
岡
山
県
庁
北
側
公
示
板
及
び
各
保
健
所
に
お

い
て
発
表
す
る
ほ
か
、
岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.

o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
3
7
/

）
上
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。
ま
た
、
合
格
者
に
は
、
そ

の
旨
を
通
知
す
る
。

七

そ
の
他

１

受
験
者
に
は
、
受
験
票
を
送
付
す
る
。

２

受
験
手
続
等
に
つ
い
て
不
明
の
点
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生

課
（
電
話
〇
八
六

二
二
六

七
三
三
五
）
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

－
－

３

受
験
願
書
等
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
及
び
岡
山
県
保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
宛
先
を
明
記
し
、
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
返
信
用
封
筒
（
定
形
の
も
の
）
を
同
封
し
て
行
う
こ
と
。
ま
た
、
受
験
願
書
等
は
、
岡
山
県
保

健
福
祉
部
生
活
衛
生
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
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〔
三
四
四
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級

建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
八
月
十
七
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

横
山

進

二
級
建
築
士

第
二
三
四
三
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

相
続
人
か
ら
、
当
該
二
級
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
た
め
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〔
三
四
五
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
字
蛇
之
坪
通
一
五
六

五
・
〇
〇

三
四
・
九
〇

建
第
二
〇
一
二
号

四
番
一

平
成
二
十
七
年
八
月

十
四
日
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
六
号

平
成
二
十
七
年
度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
す
る
岡
山
県
職
員
（
事
務

、
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事

）

務
職
員
及
び
岡
山
県
警
察
行
政
職
員
の
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

一

試
験
区
分
、
採
用
予
定
者
数
並
び
に
主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容

試
験
区
分

採
用
予
定
者
数

主

な

勤

務

先

及

び

職

務

内

容

（

、

）
、

（

、

岡
山
県
職

四
名

知
事
部
局

本
庁

県
民
局
等

教
育
委
員
会

教
育
庁

員

事
務

県
立
学
校
等
）
等
に
お
い
て
、
事
務
に
従
事
す
る
。

（

）

（

。
）

市
町
村
立

二
名

市
町
村
立
小
・
中
学
校

岡
山
市
立
で
あ
る
も
の
を
除
く

小
・
中
学

等
に
お
い
て
、
事
務
に
従
事
す
る
。

校
事
務
職

員岡
山
県
警

一
名

警
察
本
部
、
警
察
署
等
に
お
い
て
、
予
算
・
経
理
、
庶
務
、

察
行
政
職

統
計
、
警
察
施
設
の
維
持
管
理
、
交
通
管
制
、
運
転
免
許
事

員

務
、
犯
罪
捜
査
の
支
援
等
の
警
察
運
営
に
必
要
な
様
々
な
業

務
に
従
事
す
る
。

二

受
験
資
格

１

自
力
で
通
勤
が
で
き
、
か
つ
、
介
護
者
な
し
に
職
務
遂
行
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の

昭
和
六
十
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
者

(1)

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

(2)

活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

(3)
２

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
１
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
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日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

(1)

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

(2)
該
当
す
る
者

三

併
願
の
可
否

１

岡
山
県
職
員
（
事
務
）
及
び
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員

九
の
受
験
申
込
み
の
際
に
、
岡
山
県
職
員
（
事
務
）
及
び
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員
の

一
方
の
試
験
区
分
を
第
一
志
望
と
記
載
し
、
そ
の
他
の
試
験
区
分
を
第
二
志
望
と
記
載
す
る
こ
と

で
、
併
せ
て
受
験
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
申
込
み
後
に
志
望
順
位
を
変
更
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２

岡
山
県
警
察
行
政
職
員

そ
の
他
の
試
験
区
分
と
併
せ
て
受
験
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四

試
験
の
方
法

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
つ

い
て
行
う
。

１

第
一
次
試
験

岡
山
県
職
員
（
事
務
）
及
び
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員

(1)
ア

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行

う
。

イ

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

岡
山
県
警
察
行
政
職
員

(2)
ア

教
養
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行

う
。

イ

適
性
検
査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

ウ

作
文
試
験

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
。

２

第
二
次
試
験
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岡
山
県
職
員
（
事
務
）
及
び
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員

(1)
ア

作
文
試
験

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
。

イ

口
述
試
験

個
別
面
接
に
よ
り
行
う
。

岡
山
県
警
察
行
政
職
員

(2)

口
述
試
験

集
団
面
接
及
び
個
別
面
接
に
よ
り
行
う
。

五

試
験
の
期
日
及
び
試
験
会
場

１

第
一
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場

平
成
二
十
七
年
十
月
十
八
日
（
日
曜
日
）

岡
山
市
北
区
京
山
一
丁
目
九
番
一
号

岡
山
県
自
治
研
修
所

２

第
二
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日
（
土
曜
日
）

岡
山
市
北
区
京
山
一
丁
目
九
番
一
号

か
ら
同
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で
の
間
の

岡
山
県
自
治
研
修
所

う
ち
岡
山
県
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日

（
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
直
接

通
知
す
る

）
。

六

合
格
者
の
決
定

１

岡
山
県
職
員
（
事
務
）
及
び
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事
務
職
員

第
一
次
試
験
の
合
格
者
は
、
四

ア
の
教
養
試
験
の
得
点
に
よ
り
試
験
区
分
共
通
で
決
定
す

１
(1)

る
。
第
二
次
試
験
の
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
成
績
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
２

の
各
試
験
種
目

(1)
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の
合
計
得
点
順
に
受
験
者
の
志
望
順
位
を
考
慮
し
て
試
験
区
分
ご
と
に
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
第

、

。

一
志
望
と
し
た
試
験
区
分
で
合
格
し
た
者
は

第
二
志
望
と
し
た
試
験
区
分
で
は
不
合
格
と
な
る

２

岡
山
県
警
察
行
政
職
員

第
一
次
試
験
の
合
格
者
は
、
四

の
各
試
験
種
目
の
合
計
得
点
に
よ
り
決
定
す
る
。
第
二
次

１
(2)

試
験
の
合
格
者
は
、
第
一
次
試
験
の
成
績
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
２

の
試
験
種
目
の
得
点
順
に
決

(2)

定
す
る
。

七

合
格
者
の
発
表

合
格
者
の
発
表
は
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
掲
示
板
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
、
岡
山
県
人

事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
対
し
て
は
、
直
接
通
知

す
る
。区

分

発

表

の

期

日

内

容

第

一

次

試

験

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

第

二

次

試

験

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日
（
水
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

八

採
用
及
び
採
用
後
の
給
与

１

採
用合

格
者
は
、
合
格
決
定
後
直
ち
に
、
成
績
順
に
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
す
る
。

(1)

採
用
者
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
が
採
用
候
補
者
名
簿

(2)
の
登
載
順
に
提
示
し
た
者
の
中
か
ら
、
任
命
権
者
が
決
定
す
る
。
な
お
、
採
用
時
期
は
、
原
則

と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
名
簿
登
載
の
日
か
ら
一
年
と
す
る
。

(3)
２

給
与平

成
二
十
七
年
四
月
採
用
者
（
新
卒
者
）
の
給
料
月
額
は
、
一
四
八
、
六
〇
〇
円
で
あ
る
。

(1)

諸
手
当
と
し
て
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
支
給

(2)
さ
れ
る
。

九

受
験
手
続

１

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
受
験
申
込
書
を
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
岡
山
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市
北
区
内
山
下
二
丁
目
五
番
七
号
丸
の
内
会
館
三
階
）
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
岡
山
県
警

察
行
政
職
員
に
係
る
受
験
申
込
書
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
（
岡
山
市
北

区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

受
験
申
込
書
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
二
十
五
日
（
金

曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

、
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時

。
）

十
五
分
ま
で
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
、
岡
山
県
警
察
行

政
職
員
に
係
る
受
験
申
込
書
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
に
お
い
て
受
け
付

け
る
。
な
お
、
郵
送
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
る
。

３

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日
（
火
曜
日
）
か
ら

同
年
九
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
、
岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
受
け
付

け
る
。

十

そ
の
他

１

試
験
の
実
施
方
法
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内
に
記
載
す
る
。

２

受
験
申
込
書
及
び
受
験
案
内
は
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
等
で
交
付
す
る
。
な
お
、
郵
便

で
請
求
す
る
場
合
は
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
す
る
こ
と
。
ま

、

。

た

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る

３

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
書
の
記
載
事
項
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
証
明

書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

４

の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
験
申
込
書
等
の
提
出
書
類

八
１
(1)

の
記
載
事
項
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
の
場
合
の
入
力
事
項
を
含
む

）
に
虚
偽

。

の
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
当
該
者
を
削
除
す
る
。
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